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空き家パンフレット「空き家のはなし」の活用について 

１．空き家パンフレット「空き家のはなし」について 

平成 29 年 12 月に開催した第 1回富山市空き家対策官民連絡会議では、空き

家所有者や空き家となるおそれのある住宅の所有者に向けた意識啓発パンフレ

ットの作成についてのご協力をお願いし、平成 30 年 3 月末に完成しました。 

空き家パンフレット「空き家のはなし」は、空き家化の予防のための相続登

記の呼びかけや空き家を放置することにより生じるトラブルの例、空き家の管

理や活用方法等を掲載しています。 

また、本市には、空き家所有者から「どこに相談したらよいか分からない」、

「事業者を紹介してほしい」といった問い合わせも数多く寄せられることから、

空き家に関する相談窓口として関係団体の問い合わせ先を紹介しています。 

空き家パンフレット「空き家のはなし」相談窓口紹介ページ 
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２．空き家パンフレット「空き家のはなし」の活用状況について 

（１）空き家所有者等への配布 

本市では意識啓発のため、市役所や地区センター等の窓口での空き家パンフ

レット「空き家のはなし」の配布や空き家所有者等への送付を行っています。

平成 30 年 4 月から 7月末現在までの配布状況は次のとおりです。 

配布先 部数

「富山市空き家所有者意向調査（H28）」において、「今後も

空き家の活用の予定がない」と回答した空き家所有者等 

約 530 部 

市に苦情があった空き家の所有者等※

（管理依頼文書に同封） 

約 100 部 

市役所等の窓口での配布希望者 約 50 部 

市役所出前講座等の出席者 約 30 部 

電話等による配布希望者（郵送） 約 20 部 

※市に苦情があった空き家への対応について 

本市には、近隣住民等から空き家に関する相談が数多く寄せられており、そ

の所有者等に対して管理依頼の文書を送付しています。空き家対策の担当部署

が発足した平成 28 年 4 月から平成 30 年 7 月末現在までの管理依頼の実施状況

は下図のとおりです。 

今後も管理依頼文書に空き家パンフレット「空き家のはなし」を同封し、空

き家所有者の意識啓発や多種多様な問題に対する相談窓口を紹介することで、

所有者自身による修繕や除却などの対応を促していきます。 

市に苦情があった空き家への対応状況（H28.4～H30.7） 

苦情物件数 ４５３件

現地確認 ４５３件

所有者調査 ３５９件

管理依頼文書送付 ２９６件（のべ約660通）

管理されているもの
などを除く

所有者不存在や不明の
ものなどを除く

状態改善を確認 ４７件

※H30年4月からは空き家
パンフレットを同封

「建物部材が強風で飛んだ」
「樹木が繁茂し越境している」 等

登記簿や固定資産課税情報、
戸籍等の情報による調査

状態の改善が見られない場合、
繰り返し管理依頼を行う

修繕や除却、樹木伐採等を行った
と所有者等から連絡があったもの

破損や電気・ガスメーターの状況、
周辺への影響等を外観調査
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（２）空き家対策官民連絡会議関係団体への配布 

空き家パンフレット「空き家のはなし」は、富山市空き家対策官民連絡会議

の関係団体にも合計約 1,000 部を配布しました。 

パンフレットは各窓口への設置や、相談会やセミナー開催時に配布していた

だくなど、今後とも活用をお願いします。 

（３）その他 

本市のホームページにおいても、空き家パンフレット「空き家のはなし」を

紹介しております。 

空き家の所有者等は元々の居住者の子など相続人である場合も多く、市外や

県外からの問い合わせへの対応も重要であると考えます。本市のホームページ

には、空き家バンクや空き家に対する補助制度なども併せて掲載しております

ので、問い合わせがあった際には、本市のホームページ等もご紹介いただきま

すようお願いします。 

ホームページＵＲＬ： 

http://www.city.toyama.toyama.jp/katsuryokutoshisouzoubu/kyojutaisakuka/

akiya-taisaku/akiya00.html


